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国土交通省では、平成２０年６月２５日から平成２０年７月１５日までの期間にお

いて、「自動車マフラー（消音器）の規制」に係るパブリックコメントの募集を行い

ました。その結果７０８件の御意見を頂きました。その概要及び国土交通省の考え方

について別紙のとおり公表します。 
なお、本件に直接関係なかった御意見についても今後の施策の推進に当たって、参

考にさせて頂きたいと考えております。 
皆様方の御協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に御

協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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（別紙）
自動車等のマフラー（消音器）の規制に係るパブリックコメントの結果について

１．意見募集の方法
　【意見募集期間】平成20年6月25日から平成20年7月25日
　【告知方法】国土交通省ホームページ
　【意見提出方法】電子メール、ファックス、郵送

２．意見募集の結果概要
　【受付数】７０８通
　【主な意見の延べ件数】７３９件

３．主な意見の概要及びそれに対する考え方

件数

１ 7

２ 1

主な意見の概要 主な意見に対する考え方

　交換用マフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制は、バスや大
型トラックのマフラーも対象とすべき。

→バスや大型トラックは、一般的には、二輪車等と比較すると交
換用マフラー（補修用を除く）への交換は少ない。更に、平成21
年10月よりポスト新長期規制が段階的に適用され、ディーゼル
排気微粒子を除去するためのDPF（マフラーと一体）が装着され
る結果、マフラー交換が今以上にしにくくなると考えられる。この
ため、現時点においては、交換用マフラーの加速走行騒音防止
性能に係る規制は、バスや大型トラックに関しては適用しないこ
ととした。なお、バスや大型トラックに対する近接排気騒音規制
は、従来通り適用される。

　マフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制の適用対象となるト
ラックは、車両総重量5トンを上限とするのではなく、3.5トンとすべき。

→車両総重量3.5トン以上のトラックは、平成21年10月より、ポス
ト新長期規制が適用され、ディーゼル排気微粒子を除去するた
めのDPF（マフラーと一体）が装着される結果、マフラー交換が
今以上にしにくくなると考えられる。このため、規制対象は3.5トン
を区切りとすることとした。
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加速走行騒音規制値をもっと厳しくすべき。

自動車メーカー純正品以外のマフラーへの交換を禁止すべき。

→交換用マフラーの中には、今般導入する技術的要件を満足す
るものもあり、交換用であること又は自動車メーカー純正品以外
であることをもって、製造、販売、交換等を制限することは、適当
ではない。

　交換用マフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制については、
自動車メーカー純正品は、対象とすべきではない。マフラーの交換全
てを禁止すべきではない。

→交換用マフラー及び並行輸入者等のマフラーの加速走行騒
音防止性能に係る規制では、指定自動車製作者等の製作者
が、当該指定自動車等に備えるマフラーに行う表示があるもの
については、同規制に適合するものとするほか、交換マフラーに
係る登録性能等確認機関制度（交換用マフラー認証制度）に基
づき性能等の確認を受けた交換用マフラーなどについても、同
規制に適合するものとする。

　車両の型式認証時に適用される性能要件相当まで強化することを
念頭に見直しを行う必要がある。

　今般の規制は、並行輸入車に対して非関税障壁となる。

→マフラーを交換すること等により、大きな騒音や人が不快と感
じる騒音をまき散らす自動車等が後を立たず、これに対応する
ため、今般の規制を実施することとしたものである。その内容は
必要最小限度のものであり、非関税障壁には当たらない。な
お、今般の規制では、並行輸入者等のマフラーの加速走行騒音
防止性能に係る規制については、協定規則（国連欧州経済委員
会規則）又はこれと同等の欧州連合指令に適合するものは、同
規制に適合するものとして取り扱う。

→交換用マフラー及び並行輸入者等のマフラーの加速走行騒
音防止性能に係る規制については、車両の型式認証時に適用
される性能要件相当まで強化することを念頭に見直しを行う必
要があると認識している。このため、協定規則（国連欧州経済委
員会規則）の改訂の動向等を踏まえつつ、今般導入の規制効果
を見極めた上で、速やかに規制強化について検討を開始する。
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マフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制を遡及適用すべき。
→使用過程車のマフラーのうち、基準適合性が明らかなもの
は、Eマーク又はeマークの表示があるものなど一部にすぎな
い。残りは基準適合性が分からないが、仮に遡及適用をすれ
ば、これらの基準適合とその判定が実態上極めて困難であり、
遡及適用はしないこととした。なお、近接排気騒音規制は、従来
どおり適用されるので、これにより、不正改造車の排除に努め
る。

　マフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制に関し、いわゆる補
修用の「優良マフラー」への適用又は過度な負担を課すことは反対。

→いわゆる補修用の「優良マフラー」については、現在国内3社
において製造されていると承知している。今後、国内外の他のマ
フラー製作者が同様の製品を供給することも考えられる。これら
について、加速走行騒音防止性能に係る規制対象から外すこと
は、規制の平等性・公平性と騒音防止対策上、適切ではないと
考える。「後付消音器の性能等を確認する機関の登録規定」に
おいては、騒音防止性能の試験方法に関し、第二種後付消音
器という区分を設け、合理的な範囲内において、その特性に対
応した試験方法によることができることとした。

　既販車へのマフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制の遡及
適用はやめるべき。

→平成20年6月24日に発表した規制案では、「騒音防止性能を
容易に変更することができるもの」は基準不適合とするとしてい
たが、如何なる状態でも騒音防止性能が確保されていれば、問
題は無いことから、「騒音低減機構を容易に除去できる構造」を
基準不適合とするよう変更した。

　マフラーの消音性能を容易に変更できたとしても、如何なる状態で
も基準に適合するものは合法とすべき。

速やかな施行を望む。

→平成20年6月25日から7月25日の間パフリックコメントを募集
し、それを踏まえて検討等を行い、今般の関係法令を公布した。
施行日については、販売業者、ユーザー等への十分な周知期
間と、交換用マフラーに係る登録性能等確認機関制度（交換用
マフラー認証制度）の運用のための準備期間等を考慮しつつ、
なるべく早くなるよう検討した結果、平成22年4月以降の製作車
からとした。
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→加速走行騒音試験による測定値と相関が高く、近接排気騒音
試験と同様に路上で自動車を定置した状態で実施することが可
能な新たな定置騒音試験方法の研究が進めてるが、技術的な
問題が多く実現に至っていない。
　このため、今回はマフラーの加速走行騒音防止性能に着目
し、基準の改正を実施した。
　頂いたご意見は、今後の騒音問題の参考とするとともに、今後
も環境保全のため騒音を防止するために測定機器や試験方法
の研究及び開発の動向を注視していく。

　登録性能等確認機関を利用しやすい機関として欲しい。後付マフ
ラーの試験（加速走行騒音）の実施場所が非常に限られる等が予想
されるが、同制度を利用しやすくして欲しい。

→「後付消音器の性能等を確認する機関の登録規定」では、登
録要件を必要最小限度のものとしており、これを満たす者は誰
でも登録性能等確認機関になることができる。また、同規定にお
いては、利用者の利便等に配慮し、「登録性能等確認機関は、
性能等確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由が
ある場合を除き、遅滞なく、性能等確認業務を行わなければな
らない」とする義務を課した。加速走行騒音試験の実施場所に
ついては、各登録性能等確認機関が確保することが原則である
が、国土交通省としても、利用可能な試験実施場所の候補を探
す等の努力をしてきているところである。

　交換用マフラー認証制度（事前性能確認制度）により認定を受けた
マフラーをユーザーが容易に選択出来るようような環境を整備願いた
い。

→登録性能等確認機関は、性能等確認済表示の通知を行った
ときは、性能等確認済表示の内容をインターネットの利用その
他の適切な方法により公表しなければならないと規定している。

　コースを使用して自動車メーカーと同質のデータが提出可能な自動
車メーカー関連会社を「登録性能等確認機関」と同等のものとして認
可して頂くとともにそのデータにより性能確認済表示を可能としていた
だきたい。

→「後付消音器の性能等を確認する機関の登録規定」において
は、登録性能等確認機関として登録を受けるための要件とし
て、後付消音器関連事業者に支配されていない等が規定されて
おり、登録性能等確認機関になるためには、これらに合致するこ
とが必要である。

　車検において、加速走行騒音検査を負荷をつけて実施すべき。

　優良品マフラー全てに認可が必要となるのは不合理かもしれない
が、走行時の消音性能テストが不可避であると思われる。それを企業
の利益の理論で止めるのは困る。テストコースでの試験コストがかか
るということであれば、同様の状況を作り出す装置を開発し、代案とし
て提示するのが、マフラー業会各社の責任である。



１７ 2

１８ 2

１９ 8

２１ 4　オーディオ機器などにより発生される騒音の規制を実施すべき。

→カーオーディオによる騒音の問題については、不適切な使用
に起因するところが大きいと考え、また、当該装置の音量試験
方法を策定することが可能かどうかという技術的課題があるた
め、頂いた意見については、今後の課題とするとともに、関係省
庁にも伝えることとしたい。

　取締りしやすいように、近接排気騒音試験方法を改善すべき。
→近接排気騒音試験方法については、環境省とも連携しつつ、
また、国際的な動向も踏まえ、今後とも検討していく。

　音質を考慮した規制とすべき。

→音質に対する規制については、これまでも検討してきたところ
であるが、技術的難易度が高い等、直ちに実施することはでき
ない状況である。国際的な動向も踏まえつつ、環境省と連携の
うえ、引き続き検討する。

　トラックの排気管に笛のようなものを付けている場合があるが、これ
を規制して欲しい。

→　近接排気騒音規制に抵触するものについては、引き続き、
街頭検査の機会等を通じ、排除に努めて参りたい。また、音質
に対する規制については、これまでのところ、技術的難易度が
高い等、直ちに実施することはできない状況であるが、国際的な
動向も踏まえつつ、環境省と連携のうえ、引き続き検討する。
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→騒音の調査の結果、近接排気騒音規制に適合していても、加
速走行騒音の基準に適合していない自動車があることが分かっ
ている。このため交換用マフラー及び並行輸入車等のマフラー
の加速走行騒音防止性能に係る規制を、これまでのこれら車両
に対する近接排気騒音規制に加えて新たに規定することとし
た。

　二輪車の安全のためある程度の排気音は必要。

→今般のマフラーの加速走行騒音防止性能に係る規制につい
ては、協定規則（国連欧州経済委員会規則）と同等のレベルの
規制であり、二輪車の安全を脅かすようなものではないと考えて
いる。

→引き続き関係機関等と協力し、「不正改造車を排除する運動」
を展開し、警察当局と連携した街頭検査の実施、迷惑改造車相
談窓口の設置及び寄せられた情報に基づく自動車使用者の指
導等を行っていく。その際には、不正改造行為を禁止する規定
（平成15年4月施行）や不正改造を実施した者に対する立入権
限（平成18年5月施行）も活用し、不正改造の排除に取り組む。
また、平成19年12月に立ち上げた関係団体から成る「違法マフ
ラー排除対策連絡会」において、ポスター、チラシ等による広
報、会報等による広報、HPによる広報等を行う他、違法マフラー
排除キャラバン等による個別指導を行っていく。更に、今般導入
する交換用マフラーに係る登録性能等確認機関制度（交換用マ
フラー認証制度）に関し、関係団体とも協力し周知に努め、不適
切な交換用マフラーの排除に努める。

　不正改造車の取締りや処分を厳しくすべき。

　マフラーを販売・取付けをした者を取り締まるべき。

　インターネットでの違法マフラー販売も取り締まるべき。

　車検が不要の軽２輪車などの不正改造の多くは、それら未認証工
場で行われているのが実態。法的コンプライアンスの徹底を図るため
に、もっと設置が現実的である「準認証工場」（仮称）の設置を提言す
る。

→今後の施策の推進に当たって参考とさせて頂きたい。

　車検場で実施している近接排気騒音規制で十分である。

　車検対象外の二輪車（250cc以下）にも実効性ある規制をすべき。


